
～クリーンセンター建設には、皆さんのご理解とご協力が必要です～
　クリーンセンターは、みなさんの日常生活に欠くことのできない施設です。昨年度は、
建設候補地の現況測量などに取り組みました。今年度は、生活環境影響調査や建設候
補地の地質調査などを予定しています。
　今月号では、近く実施する予定の生活環境影響調査についてお知らせします。クリーンセンター建設
に向け、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

木津川市廃棄物減量等推進審議会からのお知らせ木津川市廃棄物減量等推進審議会からのお知らせ木津川市廃棄物減量等推進審議会からのお知らせ

第2回木津川市廃棄物減量等推進審議会会議結果について

　木津川市では、『循環型社会』の実現を目指し、ごみの発生抑制と減量化などを推進するため、木津川市廃棄
物減量等推進審議会を設置しています。今回は 2月8日に開催した第3回木津川市廃棄物減量等推進審議会の
内容を紹介します。

　また、第 4回の審議会では、これまで議論された内容をもとに中間案を検討することも確認しました。
　※審議会の資料は、市ホームページに掲載しています。

　10年前メダカのいた川、いまはどうなっているの
かな。きみも「こどもエコクラブ」に入って、環境
や自然のことを楽しく考えてみよう。

　地球温暖化問題やごみ減量および 3R の研修と実践および啓発をおこなっている「リサイクル研修ステー
ション」の視察をおこないました。

＜第3回審議会の内容＞

　前回の審議会の内容について、確認をおこないました。
リサイクル研修ステーションの活用状況について（現地視察）

①前回審議会での意見などについて
　前回の審議会で出た意見について、確認をおこないました。
・高齢化社会を十分考慮した施策の検討
・地球温暖化防止の観点から生ごみ処理機の推奨に関する議論が必要
・白色トレイやレジ袋の削減については、小売業だけでなく消費者の協力が必要
・雑がみの資源化の可能性
・環境教育や啓発は、全市民を対象として取り組むことが必要
・P（計画）D（実行）C（評価）A（改善）サイクルによるごみ減量の成果などを評価することが必要
・新クリーンセンターの熱エネルギー回収施設の位置づけや活用
②打越台環境センターごみ質調査見学会結果について
　昨年の12月1日に審議会の委員を対象にした相楽郡広域事務組合の打越台環境センターのごみ質調査を見学
した内容および調査結果の報告をおこないました。
③検討課題について
　次の 4点について意見交換をおこない、引き続き審議することを確認しました。
・ごみ減量目標（到達点）
・ごみの発生抑制の取組
・ごみの再利用・再生利用の推進
・ごみ処理の有料化について

木津川市ごみ減量化推進計画（『もったいないプラン（仮称）』）について

まち美化推進課　☎75-1215  Fax72-3900
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5 月 22日（日）　午前 9時 30分～10時
リサイクル研修ステーション
筆記用具、昨年のスタンプカード（名札）
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5 月 22日（日）　午前 10時 30分～午後 0時 30分
リサイクル研修ステーション周辺
リサイクル研修ステーション周辺の生きもの調査
筆記用具、タオル、水の中で履くくつ（足
全体を覆うズックや長ぐつ）
長袖、長ズボン、運動ぐつ、帽子
20人
5月20日までに、下記へ。
リサイクル研修ステーション
☎75-2140　Fax75-2141

～メダカを探せ～ 無 料
　発足式で、今年の元気な活動のスタートを切りま
しょう。環境のこと、自然のこと、こどもエコクラ
ブで楽しく学びませんか。

こどもエコクラブ発足式

生活環境影響調査とは
　今回の新クリーンセンターの建設に際しては、候補地周辺地域や市内の生活環境への影響を事前に予測・
評価し、環境へ配慮することが必要です。
　このため廃棄物処理法では、市町村が一般廃棄物処理施設を設置しようとする時は、一般廃棄物処理施設
を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果の報告書を添えて、知事に届け出る
必要があります。
生活環境影響調査の目的
①候補地周辺の環境調査をおこなうことで、現況を把握することができます。
②新クリーンセンター建設によって、周辺環境に与える影響を軽減するための基礎データの収集ができます。
③建設着手後、また施設稼働後において、調査結果や評価結果に基づき、事業の影響を確認できます。

生活環境影響調査計画書の縦覧

クリーンセンター建設に向け、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　廃棄物処理法では、縦覧の対象は生活環境影響調査の結果のみですが、今回のクリーンセンター建設に際
しては、市の独自措置として、調査の項目や調査範囲を示した計画書についても、縦覧の対象としています。

生活環境影響調査計画書を縦覧します
縦 覧 期 間
意見提出期間
縦 覧 場 所
縦 覧 方 法
そ の 他

5月17日（火）～ 6月16日（木）　午前8時30分～午後5時15分
6月17日（金）～ 6月30日（木）　午前8時30分～午後5時15分
まち美化推進課（市役所 2階 8番窓口）
縦覧受付簿に必要事項を記載し、申し出てください。

・計画書については、縦覧場所から持ち出すことはできません。
・計画書などを汚損し、若しくは破損し、または計画書に加筆などの行為をしないでください。
・その他、係員の指示に従ってください。
・概要版を、市ホームページに掲載しています。

生活環境影響調査の流れ

調査項目は
　生活環境影響調査の調査項目は、廃棄物処理法施行規則により、当該一般廃棄物処理施設を設置すること
に伴い、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものを調査するよう規定されています。

　これらの項目に加えて、今回の生活環境影響調査では、次の自然環境の項目などについても、調査することとしています。
・自然環境の項目…
・環境保全の項目…

①生活環境影響調査計画書策定
↓生活環境影響調査について、調査項目、調査範囲、調査手法などを検討し、調査方法を決定します。
②現況調査
↓計画書の調査手法に基づき、現況を調査します。調査期間は、おおむね1年間（四季の全てを調査）を予定しています。
③影響予測及び評価
　現況調査により把握した基礎データを基に、新クリーンセンターの建設時・稼働後の影響を予測します。

動物、植物、景観など
温室効果ガス、廃棄物など

・公害関係の項目… 大気質、土壌、騒音、振動、臭気、水質など
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